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善通寺市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請を提出される皆様へ 

 

下記項目に注意して申請されるようお願いいたします。 

 

○善通寺市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請について 

  申請書には必ず日付を記入して提出してください。 

  また、 年度の欄に該当年度が記載されているか、確認してください。 

 

１．事業名  「合併処理浄化槽設置整備」と記入してください。 

 ２．事業の内容 浄化槽の設置場所 浄化槽を設置する所在地を記入してください。 

         浄化槽の型式   名称、認定番号を適正に記入してください。 

         浄化槽の人槽    浄化槽の人槽を記入してください。 

ただし、申請する浄化槽人槽と設置する浄化槽人槽が

違う場合は、申請する浄化槽人槽の横に（ ）で設置

する人槽を記入してください。 

                    例）申請する浄化槽人槽：５人槽、 

設置する浄化槽人槽：７人槽の場合 

５（７）と記入。 

                                    ※店舗等併用住宅の場合は、補助対象となるのは住居

部分のみであり、店舗等部分は対象外です。 

 ３．補助申請額  補助申請額は下記を参考に記入してください。 

   設置に要する補助 

人 槽 区 分 補助金の限度額 

５人槽 504,000 円 

７人槽 611,000 円 

10 人槽～50 人槽 769,000 円 

   撤去等に要する補助 

合併処理浄化槽の設置に伴い、既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽（以下「既存槽」とい

う。）の撤去及び処分（以下「撤去等」という。）を行うときは、当該撤去等に要する費

用又は９万円のいずれか低い額を前項の補助金に加算することができるものとする。 

４．住宅状況     新築・増築・改造（単独・くみ取り）、撤去対象、使用予定人数を 

           記入してください。 

４．住宅等の所有者  本人・共有・その他から選択し、記入してください。 

 ５．住宅等の種類   一般住宅・店舗等併用住宅・その他から選択し、延べ面積を記入し

てください。 

 

善通寺市合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請等の手引き 
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 ６．着手、完了予定年月日   着手日、完了予定日を記入してください。 

なお、交付決定は、毎週金曜日にまとめて行っていますので、

それを踏まえて着手日を決めてください。また、交付決定前に

工事の着工はできません。 

               ※工事期間は年度内とします。工事が竣工し、市からの竣工

検査が年度内（３月第１週目まで）に必ず終わるようにして

ください。 

  

７．添付書類 

（１）浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し 

     ・両方の書類がある場合は、両方の書類の提出にご協力ください。 

  （２）設置場所の位置図 

  （３）浄化槽設置費の見積書の写し 

     ・見積書の日付が記載されているか確認してください。 

  （４）浄化槽の構造図（認定シート）及び浄化槽の配置配管図 

・浄化槽の配管図については、宅内からの合併浄化槽への排水経路及び浄化槽から

放流先への排水経路がわかるように赤で記載してください。 

     ・排水設備がない階層等においても、配置図を提出してください。 

 ・浄化槽底板を使用する場合は、使用願い及び製品名・規格等の資料を提出してく

ださい。 

（５）専用住宅等を借りている者にあたっては所有者の承諾書 

 ・浄化槽からの放流管が市道や農道を横断または縦断する場合は、必ず善通寺市と

市計画課からの許可書の写しを添付してください。 

（６）工事請負契約書の写し     

・工事契約書中の金額と見積書の金額が合っているか確認してください。 

・工事契約書中の工事の期間が記載されているか確認してください。 

（申請書の工事期間と多少ずれていてもかまいません。ただし、工事完了日が申

請された次年度以降の日付の場合は認められません。） 

・契約書の日付が記載されているか確認してください。 

・契約書には印紙が必要です。消印等ができているか確認してください。 

（必要に応じて原本確認をする場合がありますので、最低 1 年間は保管しておい

てください） 

  （７）既存槽の配置図（撤去費申請者）  

  （８）既存槽撤去費の見積書の写し（撤去費申請書） 

  （９）登録証・保証登録証及び登録浄化槽管理票（C 票） 
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  （10）その他市長が必要と認める書類 

     ・市税完納証明書   申請者の市税完納証明書 

・工事前の写真（撤去費申請者） 近景・遠景の２枚 

・浄化槽整備士免状の写し 

・債権登録申出書 

・浄化槽底板使用承認願 

・同意書       必ず日付を記入してください。 

※（１）、（６）、（９）など、原本のコピー等を提出するものについては、当該コピー等に書

き込みや修正を行わないようにしてください。 

※ 交付決定の可否には関係ありませんが、この事業は国庫補助及び県費補助金の助成を受

けています。申請者の申請前の居住地の汚水状況を質問する場合がありますので、事前

に確認をお願いいたします。 

 

※この補助事業の事業期間は年度内とします。工事が竣工し、市からの竣工検査が終わり、申

請者に補助金が支払われるまでを年度内（３月末日）までに実施できなければいけません。 

実績報告書に必要な「浄化槽設置者講習会の受講済証の写し」が必要になることも踏まえて

申請いただくようお願いします。 

なお、市の竣工検査は３月第１週目までに必ず終わるようにしてください。 

 

 

○善通寺市合併処理浄化槽設置整備補助金の交付決定について 

・交付決定前には決して着工しないでください。交付決定前の着工を発見した場合は、補助

金の交付決定を取り消すことになります。 

 

○中間検査について 

 ・交付決定後の日付で中間検査の日程を調整してください。 

  ※搬入日を決める前に担当までご連絡ください。 

・市担当者が設置場所にて、申請された浄化槽の確認と写真撮影を行います。 

   

 

○善通寺市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書について 

 

 ・報告書には必ず日付を記入して提出してください。 

 ・補助事業者（申請者）の住所が変更になっている場合は、新住所を記入してください。 

 ・交付決定日等がわからない場合は空欄でもかまいません。 
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１．補助金の額  交付決定の金額を記入してください。 

２．事業名   「合併処理浄化槽設置整備」と記入してください。 

３．交付決定年月日及び発送番号  わからない場合は空欄でもかまいません。 

４．着手、完了年月日  着手日及び完了日を記入してください。 

            着手日は交付決定以降の日付になっているかご確認ください。 

 

５．添付書類 

 （１）工事費請求書又は領収書の写し 

  ・金額、書類の日付が記載されているか確認してください。 

 （２）浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し 

・書類の日付が記載されているか確認してください。 

 （３）浄化槽法定検査依頼書の写し 

 （４）浄化槽工事業者が撮影した工事工程写真 

    ・平成 22 年 3 月発行の香川県浄化槽推進協議会の『香川県小型合併処理浄化槽工

事マニュアル（浄化槽設置整備事業）』にある「指定工事写真１から９」に沿っ

て撮影してください。また、「指定工事写真９」（上部スラブコンクリートの打設

の写真）を提出してください。 

      ・工事写真帳として表紙を付けて提出される場合は、施工会社の社印が押印されて

いるかご確認ください。 

    ・撤去工事写真 

1.指定工事写真  着工前 

2.指定工事写真  汲み取り作業の写真 

3.指定工事写真  撤去作業状況の写真 

4.指定工事写真  単独槽・汲み取り式トイレ本体の写真 

5.指定工事写真  単独槽・汲み取り式トイレ本体搬出状況の写真 

6.指定工事写真  埋戻し状況の写真 

7.指定工事写真  竣工 ２枚 

 （５）工事施工チェックリスト 

        ・チェック項目に従って、浄化槽整備士の方が確認してください。 

 （６）浄化槽設置者講習会の受講済証の写し 

    ・香川県浄化槽協会が実施する、浄化槽設置者講習会の修了証の写し。講習会の日

程は、事前に香川県浄化槽協会にお問い合わせください 

 （７）使用廃止届出の写し・産業廃棄物管理票(Ｅ)の写し（撤去費申請者） 

（８）その他 

    ・交付決定後、完了検査までの間に申請者が住所変更を行った場合は、新しい住所

を記載し、下記の書類を再度提出していただきます。 
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①債権者登録申出書 

    ②同意書 

    ③請求書（日付は空けておいてください） 

 

○竣工検査について 

 ・竣工検査は、実績報告で提出されたチェックリスト及び提出書類を元に検査します。宅内

から排出された汚水が適正に浄化槽に流入されているかを検査しますので、申請者に立会

していただきます。申請者の立会の都合がつかない場合は、施工業者立会のうえ、最上流

の汚水桝から水を流していただき、検査を行います。いずれの場合も、施工された業者の

方の立会が必要となります。 

 ・竣工検査の予約は他の検査等によりご希望に沿えない場合があります。なるべくお早めに

ご連絡ください。 

  

○善通寺市合併処理浄化槽設置整備補助金の交付確定について 

 ・竣工検査等により適正に工事が行われていたことを確認した後、交付確定通知を発行しま

す。 

○補助金の交付について 

 ・補助金は竣工検査から概ね１カ月程度で、申請時に提出された口座に入金します。 

 

○浄化槽法７条検査について 

 ・公益社団法人香川県浄化槽協会からの浄化槽法定検査法７条検査報告書において、消毒剤

の未開封により、７条検査で不適になる場合が、毎年数件発生しています。竣工検査時に、

浄化槽の未使用の場合は、消毒剤の未開封でも可としていますが、浄化槽使用開始後は必

ず消毒剤を開封されるようご注意下さい。 

・市の竣工検査後、外構工事や増改築工事を施工し、浄化槽法７条検査において不適とされ

る場合があります。外構工事が未完成の場合は施主・建築施工業者に十分に浄化槽の設置

状況について説明されるようお願いします。 

 

 

必ず法定検査の受検を！ 

善通寺市合併処理浄化槽設置整備事業補助金が交付されて、合併浄化槽を設置した方は、必

ず法定検査を毎年受検されるようお願いします。法定検査を受検されない場合には、補助金の

返還措置を講じる場合がございます。業者の方が申請を代行する場合は、その旨を申請者に必

ずお伝えください。 

なお、法定検査の詳細につきましては、香川県浄化槽協会（087-881-6600）までお問い合わ

せください。 
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令和８年１月１日の行政書士法改正により、行政書士（または行政書士法人）以外の者が、申

請者本人に代わり報酬を得て補助金申請書類を作成する行為の禁止が強化されています。補助

金申請書類の作成にあたっては、改正内容を十分理解いただくようお願いいたします。 

 

以上、ご不明な点ございましたら下記までご連絡ください。 

 

令和８年４月作成 

 

〒765-8503 

善通寺市文京町二丁目 1番 1 号 

善通寺市都市整備部都市計画課  

電話  0877-63-6317    

F A X  0877-63-6353   


